
   

解体工事業者登録に係る各種申請・届出の東京共同電子申請・届出サービスによ

る受付について 
 

１ あらまし 

  令和 5年 7月 25 日より、解体工事業者登録に係る各種申請・届出を東京共同電子申請・届

出サービスにより行えます。 

    (https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/navi/index.html) 

  なお、本サービスの利用には初回利用時のみ申請者情報の登録が必要となります。申請者情

報の登録方法についてはこちらをご覧ください。 

( https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/www/guide/howtouse.html)  

 

２ 受付可能な申請・届出 

  受付可能な申請・届出は以下の（１）～（６）に示す通りです。 

なお、申請・届出の種類ごとに使用するフォームが異りますのでご注意ください。 

 

（１） 解体工事業者に係る新規登録（申請） 

 新規に解体工事業者登録を行われる方は以下のフォームより必要事項の入力と添付書

類の登録を行ってください。 

・解体工事業者に係る新規登録（申請）（※以下に示す URL へリンク） 

（ https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/navi/procInfo.do?govCode=13000&procCode=11013730 ） 

 

（２） 解体工事業者に係る更新登録（申請） 

 すでに東京都の解体工事業者登録を持っている方で、その登録の更新を行う方は以下の

フォームより必要事項の入力と添付書類の登録を行ってください。ただし、有効期限まで

1 カ月を切る申請につきましては本サービスでの受付はできませんのでご注意ください。 

・解体工事業者に係る更新登録（申請）（※以下に示す UR へリンク） 

 （https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/navi/procInfo.do?govCode=13000&procCode=11013727） 

 

（３） 解体工事業者登録事項変更の届出 

建設リサイクル法第 22 条第１項各号に掲げる事項について変更届の提出を行う方は以

下のフォームより必要事項の入力と添付書類の登録を行ってください。 

・解体工事業者登録事項変更の届出（※以下に示す URL へリンク） 

 （https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/navi/procInfo.do?govCode=13000&procCode=11013732） 

 

（４） 解体工事業者廃業の届出 

解体工事業の登録をすでに受けている方で、廃業の届出を提出する方は以下のフォーム

にお進みください。 

・解体工事業者廃業の届出（※以下に示す URL へリンク） 

 （https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/navi/procInfo.do?govCode=13000&procCode=11014406） 
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（５） 建設業許可の取得に伴う抹消の届出 

解体工事業者の登録を受けていた方で、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業又は 

解体工事業の許可を受け、解体工事業者の登録を抹消する方（建設業許可取得通知書の

提出を行う方）は以下のフォームにお進みください。 

・建設業許可の取得に伴う抹消の届出（※以下に示す URL へリンク） 

 （https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/navi/procInfo.do?govCode=13000&procCode=11014407） 

 

（６） 解体工事業者登録証明の発行（申請） 

解体工事業者登録証明の発行は以下のフォームにお進みください。 

・解体工事業者登録証明の発行（※以下に示す URL へリンク） 

 （https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/navi/procInfo.do?govCode=13000&procCode=11013734） 

 

３ ご利用方法 

（１） 東京共同電子申請・届出サービスのサイトへのアクセス 

２ 受付可能な申請・届出をご確認いただき、ご希望の手続きに合った電子申請入力フ

ォームへお進みください。 

 なお、東京共同電子申請・届出サービスのご利用が初めてで、申請者情報の登録がまだ

の方は先に申請者情報の登録をお願いいたします。 

( https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/www/guide/howtouse.html) 

 

（２） 必要事項の入力と添付資料の登録 

利用規約の確認・同意を行ったのち、案内に従い必要事項の入力と添付書類の登録を行

ってください。 

 

（３） 建設業課による内容確認 

 建設業課にて内容確認を行います。この際、入力事項・添付書類等に対し補正を行う必

要があるような場合には、ご登録いただいたメールアドレス宛に「補正指示通知」のメー

ルをお送りすることがございます。「補正指示通知」のメールを受け取りになられた方は、

恐れ入りますが、東京共同電子申請・届出サービスの申請者マイページにログインいただ

き、補正書類のご登録をよろしくお願いいたします。 

 

（４） 手数料の入金（新規登録申請・更新登録申請・登録証明の発行申請） 

内容確認の結果、問題なく受付が可能である場合には、ご登録いただいたメールアドレ

ス宛に手数料の「納付情報確定通知」メールをお送りいたします。 

メールをお受け取りいただきましたら、指定されたＵＲＬにアク

セスして、手数料納付情報（「収納機関コード」「納付番号」「納付

区分」「納付金額」「納付期限」）をご確認の上、ペイジ―（pay-easy）

マークのある金融機関のＡＴＭ又はインターネットバンキングで

電子納付してください。 

 

 

＜ペイジ―マーク＞ 
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（５） 「審査完了通知」の送付 

すべての審査・補正を完了し、手数料の入金が確認できましたら、「審査完了通知」メー

ルをお送りいたします。 

なお、登録通知書は、審査完了後、申請書の住所へ郵送いたします。 

 

４ 注意事項・補足事項 

（１） ペイジ―（pay-easy）利用可能な金融機関 

・利用可能な金融機関   

（https://www.pay-easy.jp/where/list_atm.php#list） 

 

（２） 東京共同電子申請・届出サービス問い合わせ先 

・問合せ・ヘルプデスク  

（https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/www/guide/contact.html） 

 

（３） 申請・届出の取り下げを行う場合 

申請・届出の取り下げをご希望の方は、恐れ入りますが、問い合わせ番号をお手元にご

準備のうえ、下記お問い合わせ先まで直接ご連絡ください。 

 

（４） その他 

東京共同電子申請・届出サービスをご利用の場合には、手数料のお支払い方法はペイジ

ー（pay-easy）のみとなります。窓口でのお支払いはご利用できませんのでご注意くださ

い。 

なお、手数料の金額、登録通知書発行までの期間については窓口受付の場合と同様とな

ります。 

 

お問い合わせ先 

市街地建築部 建設業課 審査担当 

代表 03-5321-1111 内線 30-666 
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